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車
検
証
上
で
販
売
店
等
の
場
合

　

は
注
意
）

・
新
所
有
者
の
住
民
票
１
通
（
発

　

行
か
ら
３
カ
月
以
内
で
コ
ピ
ー

　

可
）

・
新
所
有
者
の
印
鑑

・
手
数
料　

３
４
３
５
円

■
問
い
合
わ
せ　

西
置
賜
自
動
車

会
館　

☎
84

－
１
３
２
７

個
人
事
業
者
の
平
成
26
年
分
消
費

税
確
定
申
告
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
消
費

税
（
地
方
消
費
税
含
む
）
の
税
率

は
８
％
で
す
。
平
成
26
年
分
（
平

成
26
年
４
月
１
日
を
含
む
課
税
期

間
）
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
た
め

に
は
、
帳
簿
等
に
お
い
て
、
課
税

取
引
を
適
用
税
率
ご
と
に
区
分
し

て
集
計
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
注
意
】

◇
課
税
取
引
に
対
す
る
適
用
税
率

は
、
①
平
成
26
年
３
月
31
日
以
前

は
５
％
、
②
平
成
26
年
４
月
１
日

以
後
は
８
％
で
す
が
、
平
成
26
年

４
月
１
日
以
後
に
行
わ
れ
る
取
引

で
あ
っ
て
も
、
経
過
措
置
に
よ
り

５
％
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

◇
帳
簿
等
で
は
、
非
課
税
取
引
等

に
つ
い
て
も
区
分
す
る
必
要
が
あ

　

新
し
く
家
畜
の
飼
養
を
開
始
し

た
方
、
あ
る
い
は
中
止
し
た
方
、 

ま
た
、
飼
養
し
て
い
る
の
に
報
告

用
紙
が
届
か
な
い
方
は
、
必
ず
そ

の
旨
を
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

前
年
に
報
告
さ
れ
た
方
に
は
、
報

告
用
紙
が
１
月
末
に
郵
送
や
集
乳

時
な
ど
に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
忘

れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

置
賜
家
畜
保
健

衛
生
所

☎
０
２
３
８

－

43

－

３
２
１
７

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
３
８

－

43

－

５
２
４
９

軽
自
動
車
（
山
形
ナ
ン
バ
ー
）
の

各
種
手
続
き
は
お
早
め
に

　

年
度
末
の
軽
自
動
車
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
、
毎
年
混
雑
し
ま
す

の
で
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

西
置
賜
自
動
車
会
館
で
の
手
続

き
に
必
要
な
書
類

◇
廃
車
手
続
き

・
車
検
証

・
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
２
枚

・
車
検
証
上
の
所
有
者
と
使
用
者

　

の
印
鑑
（
所
有
者
が
販
売
店
の

　

場
合
は
注
意
）

・
手
数
料　

３
４
７
５
円

◇
名
義
変
更
手
続
き

・
車
検
証

・
所
有
者
の
印
鑑
（
あ
く
ま
で
も

り
ま
す
。

※
消
費
税
法
の
改
正
内
容
に
つ
い

て
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w

w
.nta.go.jp)

を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

長
井
税
務
署

☎
84

－

１
８
１
０

相
続
ま
た
は
遺
贈
に
関
す
る
相
続

税
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
１
月
１
日
以
後
の
相

続
ま
た
は
遺
贈
に
関
す
る
相
続
税

に
つ
い
て
は
、
基
礎
控
除
の
額
が

引
き
下
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

３
０
０
０
万
円
＋
（
６
０
０
万
円

×
法
定
相
続
人
の
数
）

【
注
意
】
亡
く
な
ら
れ
た
人
か
ら

相
続
等
に
よ
っ
て
財
産
を
取
得
し

た
人
そ
れ
ぞ
れ
の
課
税
価
格
の
合

計
額
が
、
相
続
税
の
基
礎
控
除
額

を
超
え
る
場
合
、
財
産
を
取
得
し

た
方
は
相
続
税
の
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

※
税
務
署
で
の
面
接
に
よ
る
個
別

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
あ
ら

か
じ
め
電
話
等
に
よ
り
予
約
の
う

え
税
務
署
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

長
井
税
務
署
調

査
部
門
☎
84

－

１
８
１
０

▼
受
付
期
間　

①
②　

平
成
27
年
２
月
２
日（
月
）

　
　

～
平
成
27
年
２
月
20
日（
金
）

③　
　

平
成
27
年
１
月
14
日（
水
）

　
　

～
平
成
27
年
２
月
４
日（
水
）

※
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効

　

申
請
に
必
要
な
書
類
等
、
詳
細

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

http://w
w

w
.okikou.or.jp/

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

〒
９
９
２

－

０
０
１
２　

米
沢
市

金
池
三
丁
目
１
番
55
号　

置
賜
広

域
行
政
事
務
組
合
事
務
局
施
設
課

☎
０
２
３
８

－

23

－

３
２
４
６

家
畜
の
定
期
報
告
を
お
願
い
し
ま
す

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
よ
り
毎

年
２
月
１
日
現
在
の
頭
数
等
の
報

告
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

次
の
動
物
を
１
頭
・
１
羽
で
も
所

有
す
る
方
は
報
告
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
報
告
の
対
象　

牛
・
水
牛
・
鹿

・
め
ん
羊
・
山
羊
・
豚
（
ミ
ニ
ブ

タ
含
む
）・
イ
ノ
シ
シ
・
馬
（
ポ

ニ
ー
を
む
）・
鶏
（
烏
骨
鶏
・
チ

ャ
ボ
含
む
）・
う
ず
ら
・
あ
ひ
る

・
キ
ジ
、
だ
ち
ょ
う
・
ほ
ろ
ほ
ろ

鳥
・
七
面
鳥

※
ペ
ッ
ト
、
学
校
等
や
公
園
で
の

飼
育
も
含
み
ま
す
。




